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コロナ禍で困っている方への、 

生活を支えるための支援ガイド 

―厚生労働省ホームページ（7/16 付）からの紹介ですー  

お金（事業資金や生活費）に困っているとき  

＜事業資金への支援＞  

①持続化給付金 （中堅 ・中小法人、個人事業者向け）  

 ひと月の売上が前年度比で５０％以上減少している事業者。（法人 200 万円  個人１００万円 ）  

②家賃支援給付金 （中堅 ・中小法人、個人事業者向け）  

 １か月の売上高が前年同月比 50％以上減少、連続３か月の売上高が前年同月比３０％減少  

（直近の支払賃料６か月分の給付額  法人最大 600 万円  個人事業者最大 300 万円 ）  

③民間金融機関による実質無利子・無担保融資 （個人事業者向け）  

融資上限額 4000 万円  補助期間 ：保険料全期間、利子補助当初３年間  融資期間 10 年  

＜生活費への支援＞  

④住宅確保給付金 （家賃 ）  

離職 ・廃業、または休業で同程度に収入減の方  支給期間３か月  支給額約５万円～約７万円  

⑤緊急小口資金・総合支援資金 （生活費）  窓口：区社会福祉協議会  

 緊急小口資金 ：主に休業者。10～20 万円  無利子 ・保証人不要  据置１年間  償還２年間  

 総合支援資金 ：主に失業者。単身者月 10 万円  ２人以上月 20 万円  無利子 ・保証人不要  据

置１年間  償還 10 年間  

⑥社会保険料等の猶予 （１か月以上事業収入が前年比 20％減の場合、１年間猶予 ）  

⑦子育て世帯への臨時特別給付金 （児童手当受給者に対象児童１人につき 1 万円 ）  

⑧低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金  

児童扶養手当受給者または、家計急変で収入減１世帯５万円 （第 2 子以降 1 人 3 万円追加 ）  
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新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき  

 



①  傷病手当金  https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf  

 4 日以上仕事を休んでいること。支給期間 1 年６か月。支給額標準報酬月額の 1/30 の 2/3。  

②休業手当  

 会社が休業手当を支払わなければならない場合か、検討が必要。（労働基準法２６条 ）  

 支給額は、平均賃金の 60/100 以上。  

③雇用調整助成金  

 生産指標が 5％以上減少していること。休業手当等に対する助成率中小企業 4/5 大企業 2/3 

 解雇等を行わない場合中小企業 10/10 大企業 3/4 上限額 1 人 1 日当たり 15.000 円  

 申請手続きが簡素化。添付書類等を削減し、休業等計画届の提出は不要に。  

④新型コロナウイルス感染症対応休業支援金  

 休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働

者 （被保険者でない人も対象 ）に、休業前賃金の 80％を支給。（月額上限 33 万円 ）  

⑤新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金  

 妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環

境を整備するための、事業主への助成。  

⑥両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）  

 家族の介護を行う必要がある労働者が育児 ・介護休業法にもとづく介護休業とは別に、有給休

暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業主に助成。  

⑦小学校休業等対応助成金  

 ・労働者を雇用する事業者の方向け   

  小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休

暇に伴う所得の減少に対応するため、正規 ・非正規問わす、有給の休暇 （労働基準法上の年次

有給休暇を除く）を取得させた企業を助成。  

・委託を受けて個人で仕事をする方向け  

  小学校等が臨時休業等にした場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなく

なった個人で仕事をする保護者への支援金を支給。  

 

相談窓口一覧  

①  仕事について   名古屋東ハローワーク   TEL ７７４－１１１５   

②労働問題（解雇・雇止め等）について  特別労働相談窓口  TEL ９７２－０２６６   

③心の健康につていて   精神保健福祉センター  TEL ４８３－２１８５  

④DV や子育ての悩みについて  児童相談所  TEL ７５７－６１１１  

⑤生きづらさを感じるなどの様々な悩みについて  よりそいホットライン  0120-279-338 


